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ｉＤｅＣｏ等の税制改正点について 
  

  

 

近年、iDeCo（個人型確定拠出年金）を活用して資産形成を行う方が増えています。iDeCo で積み立てた資産

は、60 歳以降に「一時金」又は「年金」として受け取れます。令和 7 年度税制改正では、iDeCo 等の「拠出限度

額の引き上げ」と「退職所得控除規定等の見直し」が行われました。今回は、改正点のポイントを解説します。 

■企業型 DC と iDeCo の拠出限度額の引き上げ 
老後資産形成の促進や勤務先の企業年金の有無等による拠出限度額の差異を解消する観点から、確定拠

出年金（DC）の拠出限度額が引き上げられます。具体的には会社員等（下図の第 2 号）について、iDeCo 独自

の限度額がそれぞれ廃止され、企業年金への拠出額との合計に対する拠出限度額に一本化され、会社員等

の共通拠出限度が月額 5.5 万円から月額 6.2 万円に引き上げられます。これにより iDeCo による支援が最も

必要となる企業年金のない会社員等については、年間で約 28 万円が拠出限度だったものが約 75 万円となり

ます。また、国民年金第１号被保険者の国民年金基金と iDeCo の共通拠出限度額については、会社員等との

公平性の観点から、7,000 円の引上げが行われ月額 7.5 万円となります。 

 

■退職所得控除規定等の見直し 

(1) 退職所得の概要 
退職所得の算式は、「（退職金の収入金額-退職所得控除）×1/2＝退職所得」となり、下記のとおり、勤続

年数に応じた控除を受けることができます。これを「退職所得控除」といいます。 

(2) 退職所得控除規定等の見直し 
会社からの退職金と iDeCo の一時金を受け取る場合、両者に重複する勤続期間があると、退職所得控除

額の調整が必要になります。従来は、退職金と iDeCo の一時金受取順序によって控除額の調整方法が異な

り、課税の公平性に課題がありました。定年延長などにより、65 歳以降に退職金を受け取るケースが増加し

ていることを踏まえ、今回の改正では、勤続期間の重複排除に関する特例の適用期間が見直されました。 

(3) 勤続期間の重複排除に関する特例とは 
勤続期間の重複排除とは、同じ働いた期間に対して、退職所得控除を複数回受けることを回避するために

設けられた特例になります。この勤続期間の重複排除の対象期間内に退職金や iDeCo の一時金受け取り

（DC 一時金）をすると勤続期間が重複している分、退職所得控除が減額します。 

今回の改正では iDeCo の一時金受け取りの後に退職金を受け取る際の調整規定が「前年以前 4 年以内」

から「前年以前 9 年以内」に改正となりました。 

(4) 退職所得控除に関する 3 つのルール 
退職所得控除額の計算において、勤続期間の重複は、以下のルールに基づき控除額が調整されます。 

ルール 内容 

5 年ルール 退職金を受け取る年の「前年以前 4 年以内」に他の退職金を受け取っていた場合 

19 年ルール iDeCo の一時金を受け取る年の「前年以前 19 年以内」に退職金を受け取っていた場合 

10 年ルール（新設） 退職金を受け取る年の「前年以前 9 年以内」に iDeCo の一時金を受け取っていた場合 

勤続年数 退職所得控除  

20 年以内 40 万円×勤続年数 （※80 万円に満たない場合は 80 万円） 

20 年超 800 万円＋70 万円×（勤続年数-20 万円） 

出典：令和 6 年 12 月厚生労働省 令和 7 年度 税制改正の概要（厚生労働省関係）  



 

 

 

 

 iDeCo は、「掛金の拠出」「資産の運用」「給付金の受給」の各段階で税制優遇が受けられます。 

1．拠出した掛金は全額所得控除の対象となります。 

掛金は、全額が所得控除である「小規模企業共済等掛金控除」となり課税所得から差し引かれますの

で、所得税と住民税が軽減されることになります。 

2．資産運用に対する収益には課税がされません。 

掛金は金融商品等で運用され、その運用益は通常、課税対象となりますが、iDeCo 内の運用商品の運

用益については、非課税扱いとされます。 

3．給付金の受取は退職所得か公的年金等雑所得となり税制優遇が受けられます。 

iDeCo の給付金を一時金で受け取る場合は退職所得となります。掛金払込期間を勤続年数とみなして

「退職所得控除」が控除され、その控除後の所得金額を２分の１にして課税されることになります。年金形

式で受け取る場合には、公的年金等雑所得となり他の公的年金等と合算して「公的年金等控除」が適用さ

れます。 

 

 

 以下は、iDeCo と退職金の受取順序とタイミングによる調整対象の有無を示した例です。 

 

 

 他にも企業型 DC（企業型確定拠出年金）が対象となります。また、小規模企業共済に係る解約手当金は 

退職金と同じ扱いのため、退職金と小規模企業共済を受け取る場合、5 年ルールに注意が必要です。 

それぞれ退職所得控除を満額利用するためには下表の通りに受給する必要があります。 

(※) 小規模企業共済に係る解約手当金が調整対象となります。 

 

 

 短期退職所得については、「2 分の 1 課税」が適用できない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

60 歳 65 歳 70 歳 調整対象の有無 適用ルール 

iDeCo 退職金 - 対象 10 年ルール 

退職金 - iDeCo 対象 19 年ルール 

iDeCo - 退職金 対象外 - 

60 歳 65 歳 70 歳 75 歳 調整対象の有無 適用ルール 

企業型 DC - 退職金 - 対象外 - 

iDeCo - 小規模企業共済 退職金 対象外 - 

iDeCo 小規模企業共済 - 退職金 対象(※) 9 年ルール 

退職所得区分 対象者 収入-退職所得控除 2 分の 1 課税 

特定役員退職手当等 勤続年数 5 年以下の役員 全て 適用なし 

短期退職手当等 
勤続年数 5 年以下の役員

以外 

300 万以上 
300 万を超える部分のみ

適用あり 

300 万未満 適用あり 

Ｑ４． 退職所得の計算で他に注意することはありますか。 

 

 

Ｑ１．iDeCo の税制優遇措置を教えてください。 
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Ｑ３． 今回の改正の対象となるのは、iDeCo に関連する退職所得控除のみでしょうか。 

 

 

Ｑ２．退職所得控除の調整の具体例はどのようなものでしょうか。 
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